
 

 

 

 

会社法第 801条第 1項に定める事後備置書類 

(吸収合併に係る事後開示事項) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年 4月 1日 

 

 

ウシオ電機株式会社 
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 当会社は、ウシオオプトセミコンダクター株式会社(以下｢ウシオオプトセミコンダク

ター｣といいます。)との間の 2019 年 12 月 20 日付吸収合併契約書に基づき、当会社を吸

収合併存続会社、ウシオオプトセミコンダクターを吸収合併消滅会社とする吸収合併(以

下｢本合併｣といいます。)を行いました。本合併に係る会社法第 801 条第 1 項及び会社法

施行規則第 200条の定めに基づく事後開示事項は以下のとおりです。 

 

 

2020年 4月 1日 

 

東京都千代田区丸の内一丁目 6番 5号 

ウシオ電機株式会社 

代表取締役社長  内藤 宏治 

 

記 

 

1． 本合併が効力を生じた日 

 

 2020 年 4 月 1 日(以下｢効力発生日｣といいます。)をもって、本合併は効力を生じて

います。 

 

2． 吸収合併消滅会社における会社法第 784 条の 2、第 785条、第 787条及び第 789 条の規定

による手続の経過 

 

(1) 差止請求手続(会社法第 784条の 2)の経過 

 ウシオオプトセミコンダクターは当会社の完全子会社であり、当会社はウシオ

オプトセミコンダクターに対し、会社法第 784 条の 2 の規定による本合併の差止

請求を行いませんでした。 

 

(2) 反対株主の株式買取請求手続(会社法第 785条)の経過 

 ウシオオプトセミコンダクターは当会社の完全子会社であることから、ウシオ

オプトセミコンダクターに対し会社法第 785 条第 1 項の規定による株式の買取を

請求することのできる株主はいませんでした。 

 

(3) 新株予約権買取請求手続(会社法第 787条)の経過 

 ウシオオプトセミコンダクターは、新株予約権を発行していなかったことか

ら、会社法第 787条第 3項の規定による手続を行いませんでした。 
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(4) 債権者保護手続(会社法第 789条)の経過 

 ウシオオプトセミコンダクターは、会社法第 789 条第 2 項及び第 3 項の規定に

基づき、2020 年 2 月 20 日付の官報及び日刊工業新聞により、債権者に対する本

合併についての異議申述の公告を行いましたが、異議申述期限までに、会社法第

789 条第 1 項の規定により本合併について異議を述べた債権者はありませんでし

た。 

 

3． 吸収合併存続会社における会社法第 796 条の 2、第 797 条及び第 799 条の規定による

手続の経過 

 

(1) 差止請求手続(会社法第 796条の 2)の経過 

 本合併は会社法第 796 条第 2 項が規定する簡易合併に該当するため、当会社に

対し、会社法第 796 条の 2 の規定による本合併の差止を請求することのできる株

主はいませんでした。 

 

(2) 反対株主の株式買取請求手続(会社法第 797条)の経過 

 本合併は会社法第 796 条第 2 項が規定する簡易合併に該当するため、当会社に

対し、会社法第 797 条第 1 項の規定による株式の買取を請求することのできる株

主はいませんでした。 

 

(3) 債権者保護手続(会社法第 799条)の経過 

 当会社は、会社法第 799 条第 2 項及び第 3 項の規定に基づき、2020 年 2 月 20

日付の官報及び電子公告により、債権者に対する本合併についての異議申述の公

告を行いましたが、異議申述期限までに、会社法第 799 条第 1 項の規定により本

合併について異議を述べた債権者はありませんでした。 

 

4． 吸収合併により吸収合併存続会社が吸収合併消滅会社から承継した重要な権利義務に

関する事項 

 

 当会社は、ウシオオプトセミコンダクターより、効力発生日をもって、その資産、

負債その他の権利義務の一切を承継しました。 

 

5． 会社法第 782 条第 1 項の規定により吸収合併消滅会社が備え置いた書面に記載された

事項(吸収合併契約の内容を除く) 

 

 別紙のとおりです。 
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6． 会社法第 921条の規定による変更の登記をした日 

 

 効力発生日から 2週間以内に登記を申請する予定です。 

 

7． 前各号に掲げるもののほか、本合併に関する重要な事項 

 

(1)  本合併については、当会社は 2019 年 12 月 17 日に会社法第 796 条第 2 項に基

づき、ウシオオプトセミコンダクターは 2019 年 12 月 20 日に会社法第 784 条第

1項に基づき、それぞれ、株主総会の承認決議を経ずに決定しております。 

(2)  当会社はウシオオプトセミコンダクターの発行済株式の全てを保有しているこ

とから、本合併に際して、ウシオオプトセミコンダクターの株主に対する株式の

発行及び金銭等の交付は行っておりません。 

 

以  上 

 



 

 

 

会社法第 782条第 1項に定める事前備置書類 

(吸収合併に係る事前開示事項) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年 2月 20日 

 

 

ウシオオプトセミコンダクター株式会社 

20120189
テキストボックス
（別　　紙）
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 当会社は、2019 年 12 月 20 日に、ウシオ電機株式会社（以下｢ウシオ電機｣といいま

す。）との間で、2020 年 4 月 1 日を効力発生日として、ウシオ電機を吸収合併存続会社、

当会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併（以下｢本合併｣といいます。）を行う旨の吸収

合併契約を締結いたしました。本合併に係る会社法第 782 条第 1 項及び会社法施行規則

182条の定めに基づく事前開示事項は以下のとおりです。 

 

2020年 2月 20日 

 

東京都千代田区丸の内一丁目 6番 5号 

ウシオオプトセミコンダクター株式会社 

代表取締役社長 伴野 裕明 

 
 

1. 吸収合併契約の内容 

  別紙 1をご参照下さい。 

 

2. 合併対価の相当性に関する事項 

  ウシオ電機は当会社の発行済株式の全てを直接に保有していることから、本合併に

際して、株式の発行及び金銭等の交付は行いません。 

  また、本合併に際して、ウシオ電機の資本金及び準備金の額は、増加しません。 

 

3. 合併対価について参考となるべき事項 

  該当事項はありません。 

 

4. 吸収合併に係る新株予約権の定めの相当性に関する事項 

  該当事項はありません。 

 

5. ウシオ電機についての次に掲げる事項 

 (1)最終事業年度に係る計算書類等 

  別紙 2をご参照下さい。 

 

 (2)最終事業年度(2019 年 3 月期)の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な債務の

負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

  ①自己株式の取得 

   ウシオ電機は、2019年 4月 1日から 2019年 12月 10日までの期間に、市場買

付により自己株式を 5,507,300 株取得しました。取得価額は、合計 7,839 百万

円です。 
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  ②剰余金の配当 

   ウシオ電機は、2019 年 6 月 28 日付で、普通株式 1 株につき 50 円、総額

6,316百万円の剰余金の配当を行いました。 

 

6. 当会社の最終事業年度(2019 年 3 月期)の末日後に生じた重要な財産の処分、重大な

債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の内容 

  当会社は、ウシオ電機との間で、2019 年 6 月 24 日付で金銭消費貸借契約を締結し

ました。当該金銭消費貸借契約に基づく当会社の借入債務は、合計 1,800 百万円で

す。 

  当会社は、ウシオ電機との間で 2014 年 10 月 24 日付で締結した金銭消費貸借契約

に基づく借入債務につき、その弁済期を 2019 年 10 月 23 日から 2020 年 9 月 30 日に

変更する契約を、ウシオ電機との間で 2019 年 10 月 23 日付で締結しました。当該金

銭消費貸借契約に基づく当会社の借入債務は、合計 2,800百万円です。 

 

7. 吸収合併が効力を生ずる日以後におけるウシオ電機の債務の履行の見込みに関する

事項 

  2019 年 3 月 31 日現在のウシオ電機の貸借対照表における資産の額は 160,533 百万

円、負債の額は 38,372百万円であり、資産の額が負債の額を上回っております。 

  また、2019 年 4 月 1 日以降本日までの間、ウシオ電機の債務の履行に支障を及ぼ

すような大幅な減収、多額の損失の発生等は生じておらず、効力発生日においてウ

シオ電機の資産の額が負債の額を上回ることが見込まれております。 

  さらに、本合併の効力発生日以後において、本合併後のウシオ電機が負担すべき

債務の履行に支障を及ぼす事象の発生は現在のところ予想されておりません。 

  以上より、本合併の効力発生日以後におけるウシオ電機の債務について、履行の

見込みがあるものと判断いたします。 

 

以 上 



























































 

 

 

会社法第 782条第 1項に定める事前備置書類（変更） 

(吸収合併に係る事前開示事項) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2020年 3月 27日 

 

 

ウシオオプトセミコンダクター株式会社 
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 当会社は、2020 年 2 月 20 日付で、ウシオ電機株式会社（以下「ウシオ電機」といいま

す。）を吸収合併存続会社、当会社を吸収合併消滅会社とする吸収合併に係る、会社法第

782 条第 1 項及び会社法施行規則 182 条の定めに基づく事前開示事項を記載した書面（以

下「本事前開示書面」といいます。）の備置を開始しておりますが、本事前開示書面の内

容の一部に変更（追加）すべき事項がありましたので、下記のとおり変更いたします。 

 なお、本書面では、本事前開示書面で既に開示した内容は記載しておりません 

 

2020年 3月 27日 

 

東京都千代田区丸の内一丁目 6番 5号 

ウシオオプトセミコンダクター株式会社 

代表取締役社長 伴野 裕明 

 

記 

 

Ⅰ．変更事項 

「5.(2)ウシオ電機についての最終事業年度(2019年 3月期)の末日後に生じた重要な

財産の処分、重大な債務の負担その他の会社財産の状況に重要な影響を与える事象の

内容」の変更 

 

Ⅱ．内容 

ウシオ電機は、2020年 3月 27日開催の取締役会において、同日付で当会社に対する

貸付債権のうち 5億円について債務免除を行うことを決議しました。当該債務免除後

におけるウシオ電機から当会社に対する貸付債権の残高は、合計 43億円です。 

 

以上 
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